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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．模倣品疑義情報受付窓口の設置について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　日本の農林水産物・食品は、海外で高く評価されている一方、海外で
模倣品（偽物）の流通が多数発見されていることを受け、模倣品に関する疑義
情報や相談を広く受け付け、これに対応する枠組みとして「農林水産物・食品
海外模倣品疑義情報相談窓口」（以下「相談窓口」と言います。）を順次設置
しております。
　この度、本メールマガジンの第191号（令和5年11月22日）でお知らせした
タイに引き続き、中国（北京、上海、広州、成都）、香港でも相談窓口が
設置されました。

　これらの地域でも模倣品や疑義情報にお困りの方や今後海外展開をご検討の
方には、輸出支援プラットフォームを通じて、

（１）商標権等に基づく警告状の送付や冒認商標に対する異議申立などの費用
　　　の補助を行う農林水産省・特許庁の事業の紹介
（２）海外のＧＩ申請や商標出願を行う者に対して申請又は出願費用の補助を
　　　行う農林水産省・特許庁の事業の紹介
（３）知的財産権確立に向けた、弁護士や弁理士等のアドバイスを希望する者
　　　に対するコンサルティングを支援する農林水産省事業の紹介
（４）寄せられた疑義情報や相談内容のうち産地偽装が疑われるケースなどは
　　　現地当局への情報提供や働きかけを行い、消費者保護や不正競争防止の
　　　観点からの対応を促す

などを、大使館・領事館、JETRO関係部署が一体となった複層的な対応を行う
こととします。

　お困りごとや、ご相談があれば、中国、香港に進出している事業者、
団体の皆様はもちろん、今後進出を考えている事業者、団体の皆様も
ぜひ御活用ください。疑義情報につきましても積極的にお寄せ頂きますよう、
ご協力をお願いします。

【JETRO中国Webページ】
中国「農林水産物・食品の海外での模倣品等対策相談窓口」
https://www.jetro.go.jp/agriportal/platform/cn/ip.html

【JETRO香港Webページ】
香港「農林水産物・食品の海外での模倣品等対策相談窓口」
https://www.jetro.go.jp/agriportal/platform/hk/ip.html



―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．登録の申請の事実の公示について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　先日新たに、八色しいたけ事業協同組合から申請のあった「八色しいたけ」、
宍道湖漁業協同組合から申請のあった「宍道湖しじみ」、沖縄県観光おみやげ品
公正取引協議会から申請のあった「ちんすこう」の
「登録の申請の事実の公示」を行いました。
地理的表示法では、申請を受け付けた産品について、農林水産省ウェブサイト
内で登録の申請の事実の公示が行われます。
　登録の申請の事実の公示一覧をご覧いただければ、現在どのような産品が
申請されているかを確認することができます。
*旧法（平成31年2月1日以前）での申請においては登録の申請の事実の公示が
適用されません。

　申請の事実の公示後、申請に基づき、適切に審査を進めてまいります。

　11月には７産品が新たに申請されました。当該産品は以下のとおりです。
　※主な名称、申請年月日のみを記載しています。

　●　横輪いも　　　　　　　　令和5年11月1日

　●　南関素麺　　　　　　　　令和5年11月1日

　●　御膳みそ　　　　　　　　令和5年11月7日

　●　揖保乃糸　　　　　　　　令和5年11月13日

　●　八色しいたけ　　　　　　令和5年11月14日

　●　宍道湖しじみ　　　　　　令和5年11月21日

　●　ちんすこう　　　　　　　令和5年11月22日

　これまでの申請の公示等情報はホームページでご確認ください。
（URL）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（編集後記）ＧＩ認知度向上に向けて
　ＧＩ、ここのところ、巷でよく見かけるようになってきました。

寿司チェーン店の店頭、メニュー、生協等で販売されている商品・・・

なんと、某家電量販店では、ＧＩ特設コーナーを設置されていたこともありました！

ＧＩ制度、ＧＩ産品、ＧＩマーク・・・
「ＧＩの認知度を今後より一層上げていきたい！」

弊省知的財産課職員、常にそのことを念頭に置きながら、業務にあたっています。

「ＧＩ」を、皆様一緒に盛り上げていくべく、
どうか今後とも「ＧＩ」をよろしくお願いいたします。(T)

※編集後記は地理的表示（ＧＩ）担当職員の個人的な雑感を述べたものであり、
農林水産省の見解を示すものではありません。



GIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGI

[地理的表示メールマガジン]
　発行：農林水産省輸出・国際局知的財産課
　住所：〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
　FAX：０３－３５０２－５３０１
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

　メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
　https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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